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（別紙） 

 

特定事業所集中減算に係る届出について  

 

                                                           令和７年度後期  

 

１ 届出が必要な場合  

  判定期間に作成された居宅サービス計画について、それぞれの訪問介護等サービスに 

つき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が 80％を超えた場合。 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置付けた計画数  

※「紹介率最高法人」…  最も多く居宅サービス計画に位置づけられている法人  

 

２ 対象のサービス 

訪問介護、通所介護（地域密着型通所介護を含める）、福祉用具貸与 

 ※通所介護と地域密着型通所介護は合算して算定してください。 

 

３ 判定期間及び減算適用期間 

 

区 分 判 定 期 間 減 算 適 用 期 間 

前 期 ３月１日から８月末日まで １０月１日から３月３１日まで 

後 期 ９月１日から２月末日まで  ４月１日から９月３０日まで 

 

４ 届出様式 

（１） 特定事業所集中減算に係る算定記録＜参考様式＞ 

 

（２）正当な理由がない場合は、集中減算の対象となるため、算定記録に加えて以下２点

の書類も提出してください（前回に引き続き減算になる場合を除く）。  

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－１） 

 

５ 提出期限 令和８年３月１６日(月) 

 

６ 提 出 先 〒３７２－８５０１  

       伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地  

       伊勢崎市役所 介護保険課 給付係 

【提出フォームの URL】     

https://logoform.jp/form/Gpfu/910695 

       ※持参、郵送又は上記の提出フォームにて１部提出してください。  

 

https://logoform.jp/form/Gpfu/910695
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７ 正当な理由の範囲  

 正当な理由の有無は、事業所からの書類提出後、市において個別に判断することと

されており、報告された理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用

されます。  

   また、正当な理由について、形式的に要件を満たした場合であっても、市が実施す

る実地指導等により、サービス提供の実態がいわゆる「囲い込み」と判断された場合

には、減算の対象となります。  

 

（１）居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域に、各サービスごとの事業所数が５事業

所未満である場合  

 

（２）特別地域居宅介護支援加算を算定している居宅介護支援事業所である場合  

 

（３）判定期間の月平均の居宅サービス計画件数が、居宅介護支援事業所全体で２０件以

下である場合  

 

（４）居宅介護支援事業所において、対象サービスを位置づけた居宅サービス計画件数が

月平均１０件以下の場合  

 

（５）サービスの質が高いことにより特定の事業者に集中していると認められる計画  

数を除外して再計算すると８０％以下となる場合  

   原則として、別添「サービスの質に係る判断基準」①～③の場合を指します。  

 

※ 注意事項  

８０％を超えるに至ったことについて、正当な理由がある場合には、上記の該当する

番号を算定記録の番号欄へ記入してください。  

また、正当な理由の番号が（５）に該当する場合には、「計算式」等の添付書類を併

せて提出する必要があります。添付書類の提出がない場合は、正当な理由としては認め

られませんので、ご注意ください。  

 

８ その他  

  特定事業所集中減算に係る算定記録は、８０％を超えなかった場合でも全ての居宅介

護支援事業所が作成し、５年間保存してください。  

 

【参考】算定記録の提出については、ホームページに掲載しており、様式等がダウンロードで

きます。記載例等を参考にして提出してください。 

ホーム＞組織から探す＞長寿社会部＞介護保険課＞給付係＞介護事業者＞特定事業所集中減算  

http://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kyuuhu/jigyosya/7306.html 

http://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/gaigohoken/kyuuhu/jigyosya/7306.html

